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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄用組成物、パーソナルケア製品、家庭用ケア製品又は織物処理組成物からの芳香物
質、日焼け防止剤、ビタミン、薬物、殺生剤、害虫駆除剤、触媒及び冷却剤から選択され
る活性物質の放出を、該洗浄用組成物、パーソナルケア製品、家庭用ケア製品又は織物処
理組成物に該活性物質を添加する前に、該活性物質及びワックス状シリコーン材料をブレ
ンドすることにより制御する方法であって、
　該ワックス状シリコーン材料が、融点１０～２００℃を有すること、
　該ワックス状シリコーン材料が、シクロポリシロキサンを含むこと（ここで、該シクロ
ポリシロキサンは、少なくとも２０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｒ'）ＳｉＯ2/2）単位（
式中、Ｒ'は、１６～１００の炭素数を有する長鎖アルキル基である）および１０～８０
パーセントの（（ＣＨ3）（Ｘ－Ｐｈ）ＳｉＯ2/2）単位（式中、Ｘは、炭素原子によりケ
イ素に結合されたアルキレン基を示し、Ｐｈは、芳香族基を示す）を含み、並びに該シク
ロポリシロキサンがシクロテトラシロキサン、シクロペンタシロキサン、又はその混合物
である）、
を特徴とする方法。
【請求項２】
　前記シクロポリシロキサンが、５０～８０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｒ'）ＳｉＯ2/2

）単位（式中、Ｒ'は、１６～１００の炭素数を有する長鎖アルキル基である）および２
０～５０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｘ－Ｐｈ）ＳｉＯ2/2）単位（式中、Ｘは、炭素原子
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によりケイ素に結合されたアルキレン基を示し、Ｐｈは、芳香族基を示す）を含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
　活性物質及びワックス状シリコーン材料のブレンドを含む、洗浄用組成物、パーソナル
ケア製品、家庭用ケア製品又は織物処理組成物からの芳香物質、日焼け防止剤、ビタミン
、薬物、殺生剤、害虫駆除剤、触媒及び冷却剤から選択される活性物質の放出を制御する
ための組成物であって、
　該活性物質及びワックス状シリコーン材料のブレンドが、微粒状形態又はエマルジョン
形態であること、
　該ワックス状シリコーン材料が、融点１０～２００℃を有すること、並びに
　該ワックス状シリコーン材料が、シクロポリシロキサンを含むこと（ここで、該シクロ
ポリシロキサンは、少なくとも２０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｒ'）ＳｉＯ2/2）単位（
式中、Ｒ'は、１６～１００の炭素数を有する長鎖アルキル基である）および１０～８０
パーセントの（（ＣＨ3）（Ｘ－Ｐｈ）ＳｉＯ2/2）単位（式中、Ｘは、炭素原子によりケ
イ素に結合されたアルキレン基を示し、Ｐｈは、芳香族基を示す）を含み、並びに該シク
ロポリシロキサンがシクロテトラシロキサン、シクロペンタシロキサン、又はその混合物
である）、
を特徴とする組成物。
【請求項４】
　前記シクロポリシロキサンが、５０～８０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｒ'）ＳｉＯ2/2

）単位（式中、Ｒ'は、１６～１００の炭素数を有する長鎖アルキル基である）および２
０～５０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｘ－Ｐｈ）ＳｉＯ2/2）単位（式中、Ｘは、炭素原子
によりケイ素に結合されたアルキレン基を示し、Ｐｈは、芳香族基を示す）を含む、請求
項３に記載の組成物。
【請求項５】
　活性物質及びワックス状シクロポリシロキサンのブレンドが、水中油型エマルジョンの
分散相として存在することを特徴とする、請求項３に記載の組成物。
【請求項６】
　前記水中油型エマルジョンの乳化用界面活性剤が、第四級アンモニウム分子中に少なく
とも１つのエステル連結基を含有する第四級アンモニウム物質を含む陽イオン性界面活性
剤を含むことを特徴とする、請求項３に記載の組成物。
【請求項７】
　活性物質及びワックス状シリコーン材料のブレンドを含む、洗浄用組成物、パーソナル
ケア製品、家庭用ケア製品又は織物処理組成物からの芳香物質、日焼け防止剤、ビタミン
、薬物、殺生剤、害虫駆除剤、触媒及び冷却剤から選択される活性物質の放出を制御する
ための組成物であって、
　該活性物質及びワックス状シリコーン材料のブレンドが、エマルジョン形態であること
、
　該ワックス状シリコーン材料が、融点１０～２００℃を有すること、
　該ワックス状シリコーン材料が、シクロポリシロキサンを含むこと（ここで、該シクロ
ポリシロキサンは、少なくとも２０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｒ'）ＳｉＯ2/2）単位（
式中、Ｒ'は、１６～１００の炭素数を有する長鎖アルキル基である）および１０～８０
パーセントの（（ＣＨ3）（Ｘ－Ｐｈ）ＳｉＯ2/2）単位（式中、Ｘは、炭素原子によりケ
イ素に結合されたアルキレン基を示し、Ｐｈは、芳香族基を示す）を含み、並びに該シク
ロポリシロキサンがシクロテトラシロキサン、シクロペンタシロキサン、又はその混合物
である）、並びに
　前記エマルジョンの乳化用界面活性剤が、第四級アンモニウム分子中に少なくとも１つ
のエステル連結基を含有する第四級アンモニウム物質であること
を特徴とする組成物。
【請求項８】
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　前記シクロポリシロキサンが、５０～８０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｒ'）ＳｉＯ2/2

）単位（式中、Ｒ'は、１６～１００の炭素数を有する長鎖アルキル基である）および２
０～５０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｘ－Ｐｈ）ＳｉＯ2/2）単位（式中、Ｘは、炭素原子
によりケイ素に結合されたアルキレン基を示し、Ｐｈは、芳香族基を示す）を含む、請求
項７に記載の組成物。
【請求項９】
　融点１０～２００℃を有するワックスを構成するシクロポリシロキサンであって、
　該シクロポリシロキサンは、少なくとも２０パーセントの（ＣＨ3）（Ｒ'）ＳｉＯ2/2

）単位（式中、Ｒ'は、１６～１００の炭素数を有する長鎖アルキル基である）および１
０～８０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｘ－Ｐｈ）ＳｉＯ2/2）単位（式中、Ｘ－Ｐｈは、２
－フェニルプロピル、ベンジル、２－フェニルエチル又は２－（ｔ－ブチルフェニル）エ
チルを示す）を含み、並びに
　該シクロポリシロキサンがシクロテトラシロキサン、又はシクロペンタシロキサンであ
る、
シクロポリシロキサン。
【請求項１０】
　前記シクロポリシロキサンが、５０～８０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｒ'）ＳｉＯ2/2

）単位（式中、Ｒ'は、１６～１００の炭素数を有する長鎖アルキル基である）および２
０～５０パーセントの（（ＣＨ3）（Ｘ－Ｐｈ）ＳｉＯ2/2）単位（式中、Ｘ－Ｐｈは、２
－フェニルプロピル、ベンジル、２－フェニルエチル又は２－（ｔ－ブチルフェニル）エ
チルを示す）を含む、請求項９に記載のシクロポリシロキサン。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パーソナルケア製品（例えば、ヘアシャンプー並びに身体洗浄用の石鹸及び
シャワージェル）中、他のパーソナルケア製品（例えば、制汗剤又はデオドラント）中、
洗浄用組成物（例えば、洗濯洗剤、硬質表面クリーナー又は拭取り用布）中、他の家庭用
ケア製品（研磨剤又はエアフレッシュナー）中、あるいは織物処理組成物（例えば、織物
柔軟剤又は回転式乾燥機シート）中への取り込みに適した活性物質の制御放出のための組
成物及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　制御放出が望ましい活性物質の１つのタイプは、芳香物質組成物である。芳香物質は、
洗剤及び他の洗浄用製品中に頻繁に取り込まれ、洗浄用製品の使用中に心地よい香りを提
供し、また洗浄用製品中に存在する石鹸又は界面活性剤の固有の臭いを隠す。芳香物質は
概して、様々な揮発性の芳香性化合物の複雑な混合物である。洗浄用組成物中での貯蔵時
に、香料及び芳香物質は、組成物中の他の構成成分との相互作用及び／又は反応により変
化し得る。芳香性化合物は、特に知覚鮮度(perceived freshness)と関連することが多い
ほとんどの揮発性の化合物は、それらの揮発性の性質に起因して、時間とともに消散する
傾向にある。さらに、使用時、例えば洗濯洗剤による織物の洗浄中、同様に香料のほとん
どが、洗浄サイクル中に水相中に失われる。芳香物質を含有する洗剤で洗濯した織物が芳
香物質の心地よい香りを有するべきであるように、芳香物質は、洗浄用組成物中での貯蔵
後も残存し、同様に洗浄プロセス後も残存し、且つ織物上に堆積すべきであることが望ま
しいと認識されている。
【０００３】
　さらに、例えば織物又は毛髪若しくは皮膚などの目標の表面に吸着されてしまうと、芳
香物質は非常に急速に消散する傾向がある。したがって、一度、持続性遅延放出を織物上
に適用することで香料及び芳香物質の貯蔵安定性、用途における送達、及び長く続く効果
を改良する必要がある。
【０００４】
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　芳香物質組成物を保護する様々な方法が提唱されている。国際公開第９８／４１６０７
号パンフレットに記載されるように、香料はゼオライトなどの多孔質キャリヤと混合され
てから、洗濯洗剤に組み入れられる前に、例えば糖誘導体などの保護バリヤでコーティン
グされてもよい。米国特許第４９７３４２２号明細書は、アクリル樹脂及びセルロースエ
ステルを含むｐＨ感受性コーティングで香料粒子を封入することを記載している。国際公
開第９８／２８９３６号パンフレットは、疎水性ポリアクリレートから製造されたポリマ
ービーズの水性スラリーと香料とを混合することを記載しており、ポリビニルアルコール
をビーズ表面に吸着させて付着を改良することができる。国際公開第００／０２９８１号
パンフレットは、長期間にわたる活性成分の放出を獲得するために香料成分をアミンと反
応させることを記載している。
【０００５】
　米国特許第６０５０１２９号明細書は、エアフレッシュナーで使用される芳香材料の拡
散率、香気特性及び香気強度を試験する方法に関し、香料をカンデリラワックスやカルナ
ウバワックスなどの疎水性ワックスと混合し、好ましくはカチオン界面活性剤と共に混合
物を水中に乳化させて、シャンプー／コンディショナーなどのヘアケア組成物中で使用す
るための長く持続する芳香物質組成物を形成することを記載している。
【０００６】
　国際公開第０１／２５３８９号パンフレットは、芳香粒子を含む家庭内ケア製品につい
て記載している。粒子は、芳香物質組成物と、融点が少なくとも１０℃のシリコーンポリ
マーとを含む。シリコーンポリマー中の少なくとも２０％のケイ素原子は、炭素数１６以
上の置換基を有する。
【０００７】
　米国特許第５１６０４９４号明細書は、香油及び揮発性アルキルメチルシロキサン（こ
れは、短鎖線状アルキルメチルシロキサン又は環状アルキルメチルシロキサンであり得る
）を含む香料組成物について記載している。
【０００８】
　特開平１－２９４６１２号公報は、化粧料にワックス状特性を付与するために環状ポリ
（メチル１６～３０Ｃアルキルシロキサン）ワックスを含有する口紅、ファンデーション
、アイシャドウ又はサンスティックのようなメーキャップ化粧料について記載している。
特開平７－４１４１３号公報は、優れた化粧持ちを付与するために同じ環状ポリシロキサ
ンワックス及びアルキル修飾したシリコーン油を含有するメーキャップ化粧料について記
載している。これらの特許では、どの成分の制御放出についても示唆されていない。
【０００９】
　欧州公開第９０８１７４号公報は、疎水性芳香材料が中に溶解された融点が３５～１２
０℃の疎水性ポリマー又はワックスの単相の固体溶液と、粒子の外表面に最も近い(proxi
mate to)親水性界面活性剤とからなる楕円体の疎水性粒子を含む芳香物質組成物について
記載している。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、洗浄用組成物、パーソナルケア製品、家庭用ケア製品又は織物処理組
成物からの芳香物質、日焼け防止剤、ビタミン、薬物、殺生剤、害虫駆除剤、触媒及び冷
却剤から選択される活性物質の放出を、洗浄用組成物、パーソナルケア製品、家庭用ケア
製品又は織物処理組成物に活性物質を添加する前に、活性物質及びワックス状シリコーン
材料をブレンドすることにより制御する方法は、上記ワックス状シリコーン材料が１２以
上の炭素数を有する炭化水素置換基で置換されているシクロポリシロキサンであることを
特徴とする。
【００１１】
　活性物質の一例は、芳香物質組成物である。芳香物質組成物は、固体又は液体であって
もよく、単一芳香性化合物又は天然香油であってもよく、あるいは芳香性化合物及び／又
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は天然油の混合物であってもよい。かかる天然油及び芳香性化合物の例は、国際公開第０
１／２５３８９号パンフレットに記載されており、これらの天然油及び芳香性化合物は、
特に家庭用途又はパーソナル用途用の洗浄用組成物での使用に、あるいはエアフレッシュ
ナーに適したものである。芳香物質組成物は、スキンクリーム、シャンプー又は顔用クリ
ームのようなパーソナルケア製品中に取り込むための香料であってもよく、あるいは例え
ば食品又は食品包装に適用されるべき風味又は香気化合物であってもよい。風味化合物、
例えばストロベリーエッセンスのような果実フレーバーは、玩具又は他の物体に適用させ
ることもできる。あるいは、芳香物質組成物は、芳香物質化合物の反応生成物のような化
学的に保護された芳香物質化合物を含むことができる。
【００１２】
　制御放出組成物中に組み込むことができる活性物質の別のタイプは、日焼け防止剤組成
物である。日焼け防止剤の例としては、約２９０～３２０ナノメーター（ＵＶ－Ｂ領域）
の紫外線を吸収するもの（例えば、パラアミノ安息香酸誘導体及びメトキシケイ皮酸オク
チル又はｐ－メトキシケイ皮酸２－エトキシエチルのようなケイ皮酸エステル）、及び３
２０～４００ナノメーター（ＵＶ－Ａ領域）の範囲の紫外線を吸収するもの（例えば、ベ
ンゾフェノン及びブチルメトキシジベンゾイルメタン）が挙げられる。本発明において活
性物質として使用され得る日焼け防止剤化学物質のさらなる例としては、アントラニル酸
メンチル、サリチル酸ホモメンチル、ｐ－アミノ安息香酸グリセリル、ｐ－アミノ安息香
酸イソブチル、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸イソアミル、２，２’－ジヒドロキシ－４－
メトキシベンゾフェノン、２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、安息香酸エチ
ルの４－モノ及び４－ビス（３－ヒドロキシ－プロピル）アミノ異性体、並びにｐ－ジメ
チルアミノ安息香酸２－エチルヘキシルが挙げられる。本発明は、ジベンゾイルメタンに
由来する遮断剤の一群、より詳細には４－ｔ－ブチル－４’－メトキシジベンゾイルメタ
ン（これらは、吸収の高い固有の力を有効に有する）を含む親油性遮断剤に特に適用可能
である。これらのジベンゾイルメタン誘導体は、ＵＶ－Ａ活性な遮断剤として既知であり
、特に欧州特許出願第０，１１４，６０７号公報に記載されている。４－（ｔ－ブチル）
－４’－メトキシジベンゾイルメタンは、商標「Ｐａｒｓｏｌ　１７８９」でGivaudanに
より販売されている。本発明により好ましい別のジベンゾイルメタン誘導体は、「Ｅｕｓ
ｏｌｅｘ　８０２０」という名でMerckにより販売されている４－イソプロピルジベンゾ
イルメタンである。液体親油性遮断剤であるオクトクリレンは、ＵＶ－Ｂ範囲でのその活
性で知られており、商標「Ｕｖｉｎｕｌ　Ｎ　５３９」でBASFにより販売されている。本
発明で使用することができる別の親油性（又は脂溶性）遮断剤は、ｐ－メチルベンジリデ
ンショウノウであり、これは、ＵＶ－Ｂ吸収体として既知であり、商標「Ｅｕｓｏｌｅｘ
　６３００」でMerckにより販売されている。あるいは、日焼け防止剤は、親水性遮断剤
、例えば欧州特許出願第６７８，２９２号公報に記載されるものの１つ又はそれ以上、特
に商標Ｍｅｘｏｒｙｌ　ＳＸで既知のベンゼン－１，４－［ジ（３－メチリデンショウノ
ウ－１０－スルホン酸）］のような３－ベンジリデン－２－ショウノウスルホン酸誘導体
、あるいはベンゾフェノンのスルホン酸誘導体又は２－フェニルベンズイミダゾール－５
－スルホン酸（例えば、商標「Ｅｕｓｏｌｅｘ　２３２」でMerckにより販売されている
もの）、ベンゼン－１，４－ジ（ベンズイミダゾール－２－イル－５－スルホン酸）又は
ベンゼン－１，４－ジ（ベンズオキサゾール－２－イル－５－スルホン酸）であり得る。
【００１３】
　制御放出組成物中に組み込むことができる活性物質の別のタイプは、ビタミン組成物で
ある。ビタミンは、健康及び良い生活状態を維持するためにヒト（及び他の生物）用の食
事の摂取部分でなくてはならない有機化合物の種類である。ビタミンによっては、局所塗
布されると有益な効果を有するものもあり、この理由で各種パーソナルケア配合物中の好
ましい成分であり、パーソナルケア配合物中では、ビタミンは、配合物を皮膚又は毛髪に
塗布した後に徐々に放出されるべきであることが望ましい。
【００１４】
　ビタミンは、多種多様な有機化合物（例えば、アルコール、酸、ステロール及びキノン
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）を含む。ビタミンは、２つの溶解性群：脂溶性ビタミン及び水溶性ビタミンに分類する
ことができる。パーソナルケア配合物中で有用な脂溶性ビタミンとしては、レチノール（
ビタミＡ）、エルゴカルシフェロール（ビタミンＤ２）、コレカルシフェロール（ビタミ
ンＤ３）、フィトナジオン（ビタミンＫ１）及びトコフェロール（ビタミンＥ）が挙げら
れる。パーソナルケア配合物中で有用な水溶性ビタミンとしては、アスコルビン酸（ビタ
ミンＣ）、チアミン（ビタミンＢ１）、ナイアシン（ニコチン酸）、ナイアシンアミド（
ビタミンＢ３）、リボフラビン（ビタミンＢ２）、パントテン酸（ビタミンＢ５）、ビオ
チン、葉酸、ピリドキシン（ビタミンＢ６）及びシアノコバラミン（ビタミンＢ１２）が
挙げられる。本発明は、脂溶性ビタミンの制御放出を付与するのに特に有用であるが、幾
つかの水溶性ビタミンの制御放出も付与することができる。制御放出を付与するためにワ
ックス状シクロポリシロキサンとブレンドしたビタミンの例は、ビタミンＡ及びビタミン
Ｅである。
【００１５】
　パーソナルケア組成物中で使用されるビタミンの多くは、本質的に不安定であり、した
がって保存安定性のパーソナルケア組成物の調製において困難性を提示する。ビタミンの
不安定性は、通常それらの酸化に対する感受性に関連する。この理由で、ビタミンは、パ
ーソナルケア配合物中でより安定な様々な誘導体に変換されることが多い。これらのビタ
ミン誘導体は、安定性の改善のほかに、他の利点を提供する。ビタミン誘導体はある特定
の種類のパーソナルケア配合物に、より用いられやすくなり得る。例えば、脂溶性ビタミ
ンは、誘導体化されて、水性配合物へより取り込みやすい水溶性物質を生じることができ
る。レチノール及びトコフェロールは、スキンケア組成物中で特に有用な２つの脂溶性ビ
タミンであり、したがってパーソナルケア組成物中に使用されるこれらの２つのビタミン
の多くの異なる誘導体が存在する。レチノール誘導体としては、パルミチン酸レチニル（
パルミチン酸ビタミンＡ）、酢酸レチニル（酢酸ビタミンＡ）、リノール酸レチニル（リ
ノール酸ビタミンＡ）、及びプロピオン酸レチニル（プロピオン酸ビタミンＡ）が挙げら
れる。トコフェロールの誘導体としては、酢酸トコフェロール（酢酸ビタミンＥ）、リノ
ール酸トコフェロール（リノール酸ビタミンＥ）、コハク酸トコフェロール（コハク酸ビ
タミンＥ）、トコフェレス(tocophereth)－５、トコフェレス－１０、トコフェレス－１
２、トコフェレス－１８、トコフェレス－５０（エトキシル化ビタミンＥ誘導体）、ＰＰ
Ｇ－２トコフェレス－５、ＰＰＧ－５トコフェレス－２、ＰＰＧ－１０トコフェレス－３
０、ＰＰＧ－２０トコフェレス－５０、ＰＰＧ－３０トコフェレス－７０、ＰＰＧ－７０
トコフェレス－１００（プロポキシル化ビタミンＥ及びエトキシル化ビタミンＥ）、及び
トコフェリルリン酸ナトリウムが挙げられる。本発明は、これらのビタミン誘導体の制御
放出を付与するのに使用することができる。パルミチン酸アスコルビル、ジパルミチン酸
アスコルビル、アスコルビルグルコシド、テトライソパルミチン酸アスコルビル及びアス
コルビン酸テトラヘキサデシルのようなアスコルビン酸（ビタミンＣ）の誘導体もまた、
同じ化合物中に２つの異なるビタミンを取り込んでいるビタミン誘導体（例えば、マレイ
ン酸アスコルビルトコフェリル、アルコルビルトコフェリルリン酸カリウム又はニコチン
酸トコフェリル）と同様に、活性物質として使用することができる。
【００１６】
　制御放出組成物中に組み込むことができる活性物質のさらに別のタイプは、殺生剤であ
る（例えば、細菌分解に対する組成物の長期にわたる保護を付与する、あるいは組成物を
塗布した基剤への長期にわたる殺生効果を付与する）。活性物質はまた、害虫駆除剤、例
えば昆虫駆除剤、又はげっ歯類用の駆除剤、又は任意の動物（ネコ又はイヌを含む）用の
駆除剤であり得る。昆虫駆除剤パーソナルケア製品は、例えばクリーム、スティック又は
スプレーの形態であってよく、パーソナルケア製品からの昆虫駆除剤の制御放出は、製品
を皮膚に塗布した後に必要とされる。
【００１７】
　制御放出組成物中に組み込むことができる活性物質のさらに別のタイプは、触媒、例え
ばコーティング又は接着剤中の硬化用触媒であり、ここでは制御放出は、急速な硬化では
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なく、綿密な硬化を付与するのに好適である。かかる触媒の一例は、エポキシ樹脂組成物
用の硬化剤として使用される脂肪アミンである。
【００１８】
　本発明はまた、メントール又は国際公開第９６／１９１１９号パンフレットに記載され
る他の冷却剤のような冷却剤（皮膚に冷却感を与える物質）の制御放出を付与するのに使
用することができる。冷却剤及びワックス状シクロポリシロキサン物質のブレンドは、組
成物を皮膚に塗りつける場合に冷却剤の制御放出を付与するように、スキンケア組成物中
に組み込むことができる。本発明はまた、経皮送達により薬物を投与するために皮膚に塗
布される組成物からの薬物（医薬的に活性な物質）の制御放出を付与するのに使用するこ
とができる。
【００１９】
　本発明は、疎水性親油性活性物質がワックス状シクロポリシロキサンと容易に混和性で
あり、且つワックス状シクロポリシロキサンとのブレンドからあまり容易に放出されない
ため、疎水性親油性活性物質に特に適用可能であるが、本発明はまた、親水性活性物質の
制御放出を付与するのにも効果的である。ただし、これらの親水性活性物質は、水中で高
い溶解性を有する程の親水性を有するわけではない。
【００２０】
　本発明者等は、ワックス状シクロポリシロキサンが、線状ポリシロキサンワックスより
も活性物質と、特に香料化合物と混和性である傾向にあることを見出した。本発明者等は
また、ワックス状シクロポリシロキサンが、より長い持続効果、すなわち芳香物質又は日
焼け防止剤又はビタミンのより持続性の放出を提供する傾向にあることを見出した。
【００２１】
　ワックス状シクロポリシロキサンは概して、１２以上の炭素数を有する炭化水素置換基
を含有する。ワックス状シクロポリシロキサンは好ましくは、メチルアルキルシロキサン
ユニット（（ＣＨ３）（Ｒ’）ＳｉＯ２／２）（式中、Ｒ’は、１２以上、好ましくは１
６～１００の炭素数を有する長鎖アルキル基である）を有する。長鎖アルキル基Ｒ’は、
アミノ、アミド、アルコール、アルコキシ又はエステル基のような極性置換基で任意に置
換することができる。ワックス状シクロポリシロキサンのシロキサンユニットはすべて、
かかるメチルアルキルシロキサンユニットであってもよく、あるいはワックス状シクロポ
リシロキサンは、ジメチルシロキサンユニット又は式（（ＣＨ３）（Ｒ”）ＳｉＯ２／２

）（式中、Ｒ”は、炭素数１～１１を有するアルキル基、例えばエチル、２－シクロヘキ
シルエチルのようなシクロアルキル基、ハロアルキル基又は芳香族基である）のユニット
をさらに含有してもよい。上記シロキサンユニットのメチル基は、望ましい場合にはエチ
ル又は別の低級アルキル基で置き換えることができる。好ましくは、ポリシロキサン中の
ケイ素原子の少なくとも２０％、より好ましくは少なくとも５０％は、炭素数１６～１０
０、最も好ましくは炭素数２０～４５を有するアルキル置換基を有する。シクロポリシロ
キサンは、好ましくはシクロテトラシロキサン又はシクロペンタシロキサンあるいはそれ
らの混合物である。ワックス状シクロポリシロキサンの１つの好ましいタイプは、長鎖ア
ルキル基のほかに、芳香族基、例えばＳｉに直接結合したアリール基（例えば、フェニル
）、あるいはアルキレン結合によりシリコーンに結合されたフェニル又は置換フェニル基
を含むアラルキル基を含有する。アラルキル基、すなわち式Ｘ－Ｐｈ（式中、Ｘは、炭素
原子によりケイ素に結合された二価脂肪族有機基を示し、Ｐｈは、任意に置換される芳香
族基を示す）を有するケイ素結合された置換基を含有するワックス状シクロポリシロキサ
ン、例えば２－フェニルプロピル、ベンジル、２－フェニルエチル又は２－（ｔ－ブチル
フェニル）エチルは特に好ましい。かかるアラルキル基は、通常メチルアラルキルシロキ
サンユニットとして、例えばワックス状シクロポリシロキサンのシロキサンユニットの１
０～８０％、好ましくは２０～５０％中に存在し得る。ワックス状シクロポリシロキサン
は、好ましくは１０～２００℃、最も好ましくは３０～８０℃の範囲の融点を有する。
【００２２】
　ワックス状シクロポリシロキサンは一般的に、白金族金属化合物のようなヒドロシリル
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化触媒の存在下でのテトラメチルシクロテトラシロキサン又はペンタメチルシクロペンタ
シロキサンのようなＳｉＨ基を含有するシクロポリシロキサンと、式Ｒ’ＣＨ＝ＣＨ２を
有する長鎖α－オレフィンとの反応により生産することができる。アラルキル及び／又は
シクロアルキル基は、長鎖α－オレフィンの反応前、反応と同時に、あるいは反応後に、
α－メチルスチレン、スチレン又はビニルシクロヘキサンのような化合物とシクロポリシ
ロキサンとの反応により導入することができる。ワックス状シクロポリシロキサンは、幾
つかの残留ＳｉＨ基を含有してもよく、あるいは任意のかかる残留ＳｉＨを短鎖オレフィ
ンと（例えば、エチル基を導入するためにはエテンと）反応させることができる。ワック
ス状シクロポリシロキサンは、ＳｉＨ含有シリコーンへ順次又は同時にオレフィン（複数
可）を付加することにより、あるいはＳｉＨをオレフィン（複数可）へ付加することによ
り生産することができる。
【００２３】
　アラルキル基を含有するワックス状シクロポリシロキサンは、新規物質である。したが
って、本発明は、融点１０～２００℃のワックス（これは、シクロポリシロキサンである
）を包含し、ここでシクロポリシロキサン中のケイ素原子の少なくとも２０％が、炭素数
１６～１００を有するアルキル置換基を有し、シクロポリシロキサンのケイ素原子の１０
～８０％が、式Ｘ－Ｐｈ（式中、Ｘは、炭素原子によりケイ素に結合された二価脂肪族有
機基を示し、Ｐｈは、芳香族基を示す）を有するケイ素結合された置換基を有する。
【００２４】
　ワックス状シクロポリシロキサンは、液体シリコーン、例えばポリジオルガノシロキサ
ン、分岐状液体ポリシロキサン、シリコーンポリエーテルコポリマー又はアミノポリシロ
キサンと混合させることができる。特に好ましい液体ポリシロキサンは、アルキル基（例
えば、メチル）のほかに、アリール（例えば、フェニル）又はアラルキル（例えば、ベン
ジル、２－フェニルエチル又は２－フェニルプロピル）基を含有するものである。液体ポ
リジオルガノシロキサンは、線状又は環状であってもよく、テトラ（２－フェニルプロピ
ル）テトラメチルシクロテトラシロキサンのような環状シロキサンが好ましい場合がある
。液体ポリシロキサンは、官能基を含有することができ、例えば液体ポリシロキサンは、
線状ポリジオルガノシロキサン（例えば、ポリジメチルシロキサン）中の末端シラノール
基のような水酸基、ケイ素に結合されたメトキシ、エトキシ又はプロポキシのようなアル
コキシ基、あるいはケイ素に結合された有機基において置換されたアミノ、アミド、アル
コール又はアルコキシ基を含有することができる。ワックス状シクロポリシロキサン及び
液体シリコーンのワックス状疎水性混合物は、好ましくは固体であり、それは好ましくは
、１０～２００℃の範囲の融点を有するが、あるいは粘性液体であってもよい。液体シリ
コーンは、特にワックス及び液体シリコーンのブレンドが１０℃で固体である場合、例え
ば、ワックスの重量に基づいて最大１００％以上（例えば、最大２００％又は３００％）
で使用することができるが、液体シリコーンは使用する場合、ワックスの重量に基づいて
、好ましくは１～６０％、最も好ましくは１０～３０％で存在する。有機液体、例えば流
動パラフィン又はナフテン系油は、それが活性物質及びワックス状シクロポリシロキサン
のブレンドと適合性である場合に、代替的に又は付加的に使用することができる。
【００２５】
　活性物質及びワックス状シクロポリシロキサンのブレンドは、ワックス（例えば、線状
ポリシロキサンワックス又はケイ素を含有しない有機物質）をさらに組み込むことができ
るが、ワックス状シクロポリシロキサンは好ましくは、ブレンドのワックス構成成分の少
なくとも５０重量％を構成する。適切な線状ポリシロキサンワックスは概して、上述のよ
うなメチルアルキルシロキサンユニット（（ＣＨ３）（Ｒ’）ＳｉＯ２／２）を含有し、
ワックス状シクロポリシロキサンに関して上記したようなアラルキル、アリール、アルキ
ル又はシクロアルキル基のような他の置換基を含有することができる。
【００２６】
　本発明の１つの好ましい形態では、活性物質（例えば、芳香物質）の制御放出用の組成
物は、水中油型エマルジョンの分散相を形成する。最も好ましくは、エマルジョンの連続
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相は、濃度少なくとも０．１モルの、水中でイオン解離が可能な塩の水溶液を含む。本発
明者等は、連続相の高いイオン強度が、連続相とワックス状シクロポリシロキサンマトリ
ックスとの間の分配係数を増大させ、その結果活性物質が、連続相に拡散するのではなく
ワックス相に留まる傾向にあることを見出した。
【００２７】
　連続相中に存在する塩は、例えば、アルカリ金属、アンモニウム又はアルカリ土類金属
の塩でよい。塩化物、硫酸塩又はリン酸塩などの無機塩でもよいが、好ましくは有機塩、
特にカルボン酸塩である。塩は、例えば酢酸ナトリウムなどの酢酸塩又はプロピオン酸塩
のようなモノカルボン酸塩、若しくは、例えばコハク酸塩、フタル酸塩又はクエン酸塩な
どのジ又はポリカルボン酸塩でもよい。塩は高分子電解質でもよく、例えば、ポリアクリ
ル酸塩又はポリメタクリル酸塩などのポリカルボン酸塩、若しくはアクリル酸又はメタク
リル酸コポリマーの塩などの高分子酸の塩である。これらの高分子電解質塩の例は、「Ｓ
ｏｋｏｌａｎ」という商標で販売されている。あるいは、連続相中の塩は、ペンダント第
４級アンモニウム基を有するポリマーなどのポリカチオンの塩でもよい。このようなカチ
オンポリマーの例は、「Ｍｅｒｑｕａｔ」という商標で販売されており、塩化ジメチルジ
アリルアンモニウム又は塩化メタクリルアミドプロピルトリメチルアンモニウム基を含有
する。塩は界面活性特性を有さないことが好ましく、一般に、塩は、極性基で置換されて
いない８個以上の炭素原子の鎖を有する有機基を含有してはならない。エマルジョンの連
続相を形成する水溶液中の塩の濃度は、好ましくは少なくとも０．１Ｍ（モル）であり、
より好ましくは少なくとも１Ｍ、最高５又は１０Ｍまでである。高分子電解質の塩の場合
、濃度は非高分子イオンの塩濃度として測定される。
【００２８】
　エマルジョンは、活性物質及びワックス状シクロポリシロキサン、並びに使用する場合
液体シリコーンとのブレンドを融解すること、及び少なくとも１つの界面活性剤を用いて
連続相中でブレンドを乳化させることにより利便性よく形成することができる。界面活性
剤は、好ましくは上記ブレンドと不混和性である。界面活性剤は、陽イオン性、陰イオン
性、非イオン性又は両性界面活性剤であり得るが、イオン性界面活性剤は、香料ワックス
ブレンドと不混和性である可能性がより高い。陽イオン性界面活性剤は、表面で（特に織
物上へ）それらが吸着する傾向により特に好ましい。適切な陽イオン性界面活性剤の例と
しては、アルキルアミン塩、第四級アンモニウム塩、スルホニウム塩及びホスホニウム塩
が挙げられる。特に好ましい陽イオン性界面活性剤は、少なくとも１つのエステル基を含
有する第四級アンモニウム物質（「エステルクォート(esterquat)」である。エステル基
は、好ましくは第四級アンモニウム分子中の連結基である。好ましいエステルクォートは
、少なくとも１つのエステル結合を含有する１個、２個又は３個の高分子量基（例えば、
炭素数１２～２２）、及び３個、２個又は１個の低分子量アルキル基を含有する第四級ア
ンモニウム部分を含む。かかるエステルクォート、例えば１，２－ビス（硬化タローオイ
ルオキシ(tallowoyloxy)）－３－トリメチルアンモニウム－プロパンクロリド及び／又は
１－硬化タローオイルオキシ－２－ヒドロキシ－３－トリメチルアンモニウム－プロパン
クロリド、ジ（タローオイルオキシエチル）ジメチルアンモニウムクロリド、あるいはジ
（タローオイルオキシエチル）メチルヒドロキシエチルメタンスルフェートは、米国特許
第４１３７１８０号明細書に記載されている。本発明者等は、活性物質及びワックス状シ
クロポリシロキサンのエマルジョン中でのエステルクォートの使用は、例えば家庭洗濯で
使用されるすすぎサイクル時の柔軟材において制御芳香物質送達を付与するのに必要とさ
れるシリコーンワックスのレベルを低減させることができることを見出した。
【００２９】
　あるいは、エマルジョンは、活性物質が存在しない状態でワックス状シクロポリシロキ
サンを乳化させることによって製造することもできる。活性物質、例えば芳香物質組成物
や日焼け防止剤組成物は後でエマルジョンに添加され、次にワックス状シクロポリシロキ
サンの融点よりも高温に加熱され、好ましくは、少なくとも１０分、例えば３０～６０分
の間この温度で放置され、活性物質が疎水性ワックス状シクロポリシロキサンの液滴内に
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拡散するのを可能にする。
【００３０】
　活性物質の制御放出用組成物は、種々の形態で製造することができる。ある用途では、
制御放出芳香物質組成物は、クリーニング組成物又は化粧料組成物と単に混合しただけの
ものであり得る。制御放出芳香物質組成物は、微粒状形態で製造されたものでもよく、こ
れは、粉末洗剤などの固形クリーニング製品との混合に際し好ましい場合がある。上記の
ようなエマルジョンを、微粒状固体担体上に付着させることもでき、噴霧乾燥することも
できる。あるいはまた、芳香物質組成物、ワックス状シクロポリシロキサン及び状況に応
じて液状シリコーンの混合物を溶融し、溶融物を、微粒状固体担体上に付着させてもよく
、噴霧乾燥してもよい。好適な固体担体の例としては、ソーダ灰（炭酸ナトリウム）、ゼ
オライト及び他のアルミノシリケート又はケイ酸塩、例えばケイ酸マグネシウム、リン酸
塩、例えば粉末状又は顆粒状のトリポリリン酸ナトリウム、硫酸ナトリウム、炭酸ナトリ
ウム、過ホウ酸ナトリウム、ナトリウムカルボキシメチルセルロースなどのセルロース誘
導体、顆粒状又は天然のでんぷん及びクレーが挙げられる。
【００３１】
　担体の粒子は、好ましくは、凝集した顆粒を製造する顆粒化プロセスでの処理中に混ぜ
合わせられる。好ましい一プロセスでは、粒子は、鉛直方向（バーチカル）の連続ハイシ
ェアミキサー（continuous high shear mixer）内で攪拌され、ここで、芳香物質の制御
放出用組成物のエマルジョンが粒子上に噴霧される。顆粒化プロセスを改良する必要があ
る場合は、エマルジョンを、例えば水、溶融ポリエチレングリコール、又は高分子電解質
の水溶液で希釈してもよい。このようなミキサーの一例は、Hosokawa SchugiによるＦｌ
ｅｘｏｍｉｘミキサーである。噴霧及び混合により、凝集された顆粒が製造される。例え
ば、ピンミキサー又はパドルミキサーなどの水平型ミキサー、プロシェアミキサー、ツイ
ンカウンター回転パドルミキサー、又は回転円筒型容器内の高剪断ミキシングアームを含
むインテンシブミキサーなどの、別のミキサーを使用してもよい。あるいはまた、流動床
コーティング手順を使用してもよい。有利なことには、混合による顆粒化プロセスの後に
連続な流動床において冷却及び乾燥を実行することができる。
【００３２】
　連続相が高分子電解質塩の水溶液であるエマルジョンから生成した顆粒の場合、例えば
高分子電解質とは反対の電荷のポリマーなどの材料によって、顆粒をポストコーティング
してもよい。エマルジョンの連続相中の塩がカチオン高分子電解質塩の場合、例えば、ア
ニオン高分子電解質によって顆粒をポストコーティングすることができる。このようなポ
ストコーティングは、後で顆粒の存在下で洗浄及びすすぎが行われる織物への香料の付着
を改善することができる。
【００３３】
　本発明のプロセスにより、香料含量が１５％重量まで、例えば８～１２重量％の顆粒を
容易に製造することができる。本発明のエマルジョンは、３０又は４０％重量まで、又は
５０重量％もの香料含量を有し得る。
【００３４】
　芳香粉末クリーニング製品を製造するための本発明による別のプロセスでは、例えば、
上記のエマルジョンを洗剤粉末組成物上に噴霧することによって、該エマルジョンを粉末
クリーニング製品上に付着させ、続いて乾燥される。
【００３５】
　芳香液体クリーニング製品、例えば、液体洗濯洗剤、家庭用クリーニング製品、織物用
柔軟剤、ヘアシャンプー又は身体洗浄用の石鹸若しくはシャワージェル、又はロールオン
式若しくはスプレー式のデオドラントを製造するための本発明によるプロセスでは、上記
のエマルジョンを、液体クリーニング製品中に分散するか、あるいは芳香物質組成物、ワ
ックス状シクロポリシロキサン及び状況に応じて液状シリコーンの混合物を、液体クリー
ニング製品中で乳化させることができる。ゲル形態のクリーニング製品又はパーソナルケ
ア製品、例えば、スティック状デオドラントを製造する場合、ゲル化する前に、上記のエ
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マルジョンを、製品が液状であるときにその中に組み込ませることができ、又は、芳香物
質組成物、ワックス状シクロポリシロキサン及び液状シリコーンの混合物を、製品が液状
であるときにその中で乳化させることができる。上記エマルジョンを織物物質に含浸させ
ることにより、回転式乾燥機シートを製造することができる。
【００３６】
　本発明の織物処理組成物は、革又は紙並びに天然又は合成繊維織物物質（例えば、織布
、不織布又は編地）を含む繊維状物質を処理するための任意の組成物であってもよい。上
述の回転式乾燥機シートのほかに、芳香物質の放出は、織物柔軟剤、織物及び衣類仕上げ
用組成物、革仕上げ用組成物又は身体若しくは家庭用洗浄用途用のティッシュペーパーか
ら制御され得る。メントール又はショウノウのような薬物（医薬的に活性な物質）の放出
は、ハンカチーフ又はティッシュから制御され得る。
【００３７】
　あるいはまた、本発明の遅延放出芳香物質組成物は、基材への被覆剤として塗布し、表
面からの香料の持続性放出を付与することができる。被覆剤は、例えば、上記のエマルジ
ョンであり得る。
【００３８】
　活性物質が日焼け防止剤組成物である場合、制御放出組成物は、例えば上述のようにエ
マルジョンの形態で調製することができる。続いて、エマルジョンをスキンケア又は他の
化粧料組成物へ、あるいは織物ケア組成物へ混合させることができる。例えば、親油性遮
断剤（複数可）は、組成物の総重量の０．５～３０％、好ましくは０．５～２０％で、本
発明によるスキンケア組成物中に存在することができる。親水性遮断剤（複数可）は、組
成物の０．１～２０重量％、好ましくは０．２～１０重量％で、スキンケア組成物中に存
在することができる。スキンケア組成物は、コーティングされたか、あるいはコーティン
グされていない酸化金属の顔料、好ましくはナノ顔料（平均一次粒径：一般的に５ｎｍ～
１００ｎｍ、好ましくは１０～５０ｎｍ）（例えば、酸化チタン（非晶質、あるいははル
チル形及び／又はアナタース(anatase)形で結晶化）、酸化鉄、酸化亜鉛、酸化ジルコニ
ウム又は酸化セリウムのナノ顔料）をさらに含有することができ、これらはすべて、ＵＶ
照射を物理的に阻止すること（反射及び／又は散乱）により作用する光防護剤である。酸
化金属顔料のコーティング剤の例は、アルミナ及び／又はステアリン酸アルミニウム、及
びシリコーンである。
【００３９】
　洗濯洗剤中にＵＶ吸収日焼け防止剤を取り込むことの利点は、スイスのモントルーで２
００２年１０月１３～１７日の5th World Conference on Detergentsで紹介された“Sun 
Protection via Laundry Products”という表題のM．Schaumann他による論文に記載され
ている。織物のＵＶ透過率は、かかる洗剤中で洗浄することにより低減される。日焼け防
止剤は、織物上へ堆積されるように、洗浄用組成物中での貯蔵後も残存し、且つ洗浄サイ
クル中に水相中に失われるべきではないことが望ましい。日焼け防止剤を本発明によるワ
ックス状シクロポリシロキサンとブレンドすることにより、織物上へ堆積される日焼け防
止剤の比率が増加する。
【実施例】
【００４０】
　本発明は、以下の実施例により説明される。
　（実施例１）
　融点５０℃のワックス状シクロポリシロキサン（ＷＣＰ）は、５０重量％のＣ２６及び
Ｃ２８オレフィン並びに５０％のα－メチルスチレンから構成されるオレフィン混合物を
、テトラメチルシクロテトラシロキサン（環状ＳｉＨ化合物）と反応させることにより調
製した。ワックス状シクロポリシロキサンは、芳香物質化合物であるベンズアルデヒド、
酢酸ベンジル又はシネオールと重量比１：１で混和性であった。ワックス状シクロポリシ
ロキサンを融解させて、等重量のシネオールとブレンドした。続いて、重量損失評価のた
めに、ブレンドを３５℃でオーブン中に入れた。
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【００４１】
　比較実験１ａでは、線状シリコーンワックス（ＬＳＷ）は、６０ユニットの重合度を有
する線状ポリ（メチルハイドロジェンシロキサン）を、同じオレフィン混合物と反応させ
ることにより調製した。生産したワックスは、融点６３℃を有し、ベンズアルデヒド又は
酢酸ベンジルと重量比１：１では混和性でなかった。ワックスを融解させて、等重量のシ
ネオールとブレンドし、続いて、重量損失評価のために、ブレンドを３５℃でオーブン中
に入れた。結果を以下の表１に示す。
【００４２】
【表１】

【００４３】
　表１は、ワックス状シクロポリシロキサンが線状シリコーンワックスよりもシネオール
のより長期にわたる放出を付与したことを明らかに示している。
【００４４】
　（実施例２）
　融点６６℃のワックス状シクロポリシロキサン（ＷＣＰ２）は、主にＣ２６及びＣ２８
オレフィンから構成されるオレフィン混合物を、テトラメチルシクロテトラシロキサンと
反応させることにより調製した。ワックス状シクロポリシロキサン２０ｇを融解させて、
シネオール５ｇとブレンドした。続いて、重量損失評価のために、ブレンドを３５℃でオ
ーブン中に入れ、その結果を表２に示す。
【００４５】
【表２】

【００４６】
　（実施例３）
　シネオール８ｇ、実施例２で調製したワックス状シクロポリシロキサン３２ｇ、メタク
リルアミドプロピルトリメチルアンモニウムクロリド基を含有する商標「Ｍｅｒｑｕａｔ
　２００１Ｎ」で販売されている陽イオン性ポリマー２５ｇ、Ａｒｑｕａｄ１６－２９陽
イオン性界面活性剤１３．５ｇ及びＮａＣｌ　６．０ｇを反応器に秤量し、７０℃に加熱
した。混合物を溶融したら、水５０ｇを用いて混合物を乳化及び希釈して、溶解したＮａ
Ｃｌ及び「Ｍｅｒｑｕａｔ　２００１Ｎ」由来の高いイオン強度を有する水性連続相中に
シネオール及びワックス状シクロポリシロキサンのブレンドの分散相を有するエマルジョ
ンを生産した。
【００４７】
　エマルジョン０．４２ｇを、陽イオン性界面活性剤に基づく織物柔軟剤１．４２ｇと予
め混合し、続いて軟水３５０ｍＬで希釈した。この溶液７０ｍＬを、フィルターとしてタ
オル片（タオル約３．００ｇ）を装備したブフナー漏斗中に注いだ。次に、タオルを自然
乾燥させ、香りの強度をパネル試験で主観的にモニタリングした。比較試験では、エマル
ジョンの代わりに純粋な香料０．０２５ｇを用いて、同じプロセスを行った。遊離の香料
を用いた場合のサンプルの香りは、およそ１．５時間の間知覚可能であるのに対して、ワ
ックス状シクロポリシロキサンとブレンドした香料を用いた場合の香りは、約２４時間の
間知覚可能である。
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　（実施例４及び５）
　実施例２のワックス状シクロポリシロキサンそれぞれ１６ｇ及び２４ｇを溶解して、ベ
ンズアルデヒド４ｇとブレンドした。
【００４９】
　（実施例６）
　ベンズアルデヒド５ｇを、実施例２のワックス状シクロポリシロキサン１０ｇ及び商標
「Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　ＤＣ５５６」で販売されている液体フェニル（トリメチルシ
ロキシ）シラン１０ｇとブレンドした。
【００５０】
　（実施例７）
　シリコーンワックス１６ｇを溶解して、ベンズアルデヒド４ｇ及びＤＣ５５６液体シリ
コーン８ｇとブレンドした。
【００５１】
　（実施例８）
　主にテトラ（２－フェニルプロピル）テトラメチルシクロテトラシロキサンから構成さ
れる液体シリコーンは、α－メチルスチレンをテトラメチルシクロテトラシロキサンと反
応させることにより調製した。実施例２のワックス状シクロポリシロキサン１０ｇを融解
させて、ベンズアルデヒド５ｇ及び上述の調製した液体シリコーン１０ｇとブレンドした
。
【００５２】
　続いて、実施例４～８のブレンドをそれぞれ、重量損失評価のために３５℃でオーブン
中に入れた。その結果を表３に示す。
【００５３】
【表３】

【００５４】
　（実施例９）
　サンケア組成物は、従来の混合技法を利用して以下の構成成分を組み合わせることによ
り調製した。
【００５５】
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【表４】

【００５６】
　ワックス状シクロポリシロキサン（３）を融解して、日焼け防止剤（４）とブレンドし
た。得られたブレンドを、成分（６）～（１０）を含む水相中で、ワックス状シクロポリ
シロキサンの融点よりも高温で乳化させた。Ｚ－Ｃｏｔｅ（５）をシロキサン流体（１及
び２）の混合物に添加して、均質になるまで混合した後、乱流混合しながらエマルジョン
に添加した。殺生剤（１１）を添加して、１５分間混合を続けた。
【００５７】
　（実施例１０）
　サンケア組成物は、従来の混合技法を利用して以下の構成成分を組み合わせることによ
り調製した。
【００５８】
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【表５】

【００５９】
　乳化剤（１）を強攪拌下で水（２）に添加して、１０分間混合した。成分（３）～（５
）を連続攪拌しながら添加して、水性混合物を８０℃に加熱した。ワックス状シクロポリ
シロキサン（１２）を８０℃で融解して、日焼け防止剤（６～８）とブレンドした。得ら
れたブレンドを熱水性混合物中で乳化させた。希釈剤（９～１１）をエマルジョンに混合
して、Ｓｉｌｖｅｒｓｏｎ（商標）混合機で均質化した。
【００６０】
　（実施例１１）
　ハンド及びボディーローションは、以下の構成成分を組み合わせることにより調製した
。
【００６１】
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【表６】

【００６２】
　グリセリン（８）、トリエタノールアミン（９）及び水（７）から構成される水相を組
み合わせて、７０℃に加熱した。ワックス状シクロポリシロキサン（５）及びパルミチン
酸レチニル（６）を７０℃で融解して、一緒に混合して、加熱した水相に添加した。Ｅｍ
ｅｒｙ（登録商標）１２０（１）、Ａｒｌａｃｅｌ（登録商標）（２）、Ｌａｎｅｔｔｅ
（登録商標）１６ＮＦ（３）及びＣａｒｎａｔｉｏｎ（登録商標）白鉱油（４）を融解し
て（～７０℃）、Ｌｉｇｈｔｎｉｎ（登録商標）混合機を用いて（～１３７６ｒｐｍ）混
合した。ワックス状シクロポリシロキサン及びパルミチン酸レチニルを有する水相を成分
１～４に徐々に添加して、均質になるまで混合した。１５分間混合を続けた後、連続混合
しながらバッチを室温にまで冷却した。
【００６３】
　パルミチン酸レチニルの代わりにビタミンＥを用いて、この手順を繰り返した。
【００６４】
　同様に、パルミチン酸レチニルに代わって、カプリル酸／カプリン酸トリグリセリド中
のビタミンＡ、ビタミンＥ及びビタミンＣのビタミン混合物（ＲｅｔｉＳＴＡＲ（登録商
標）としてBASFにより販売されている）を用いて、上記手順を繰り返した。
【００６５】
　３つの実験すべてにおいて、ビタミンの放出は、ワックス状シクロポリシロキサンによ
り制御された。
【００６６】
　（実施例１２）
　実施例１１で使用するワックスの代わりに、アリール置換基及びアルキル置換基を含有
するワックス状シクロポリシロキサンを用いて、実施例１１のプロセスを繰り返した。ビ
タミンの放出は、ワックス状シクロポリシロキサンにより制御された。
【００６７】
　（実施例１３）
　日焼け防止剤組成物を有する顔用保湿剤は、以下の構成成分を組み合わせることにより
調製した。
【００６８】
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【表７】

【００６９】
　グリセリン（１）、Ｇｌｙｄａｎｔ（２）及び水（３）から構成される水相をＬｉｇｈ
ｔｅｎｉｎｇ（登録商標）混合機を用いて（～３００ｒｐｍ）ブレンドした。連続混合し
ながら成分（４）～（５）を添加し、混合物を８０℃に加熱した。ワックス状シクロポリ
シロキサン（６）及びパルミチン酸レチニル（７）を８０℃で溶解して、成分（１～５）
とブレンドした。Ｓｅｐｉｇｅｌ（登録商標）３０５を混合物に添加して、エマルジョン
の増粘に伴ってＬｉｇｈｔｎｉｎ（登録商標）混合機の速度を増大した（～１３７６ｒｐ
ｍ）。１０分間混合を続けた後、連続混合しながらバッチを室温にまで冷却した。
【００７０】
　パルミチン酸レチニルの代わりにビタミンＥを用いて、またパルミチン酸レチニルに代
わって、ビタミン混合物（ＲｅｔｉＳＴＡＲ）を用いて、この手順を繰り返した。
【００７１】
　３つの実験すべてにおいて、ビタミンの放出は、ワックス状シクロポリシロキサンによ
り制御された。これらの実験は、ワックス状シクロポリシロキサンによるメトキシケイ皮
酸オクチルの放出を制御するように設計されていなかった。
【００７２】
　（実施例１４）
　シリコーンワックスは、オレフィン混合物（Ｃ２６～Ｃ４５アルキル鎖長）をテトラメ
チルシクロテトラシロキサンと反応させて、環状ポリ（メチルアルキルシロキサン）ワッ
クスを形成することにより調製した。
【００７３】
　水性増粘溶液は、脱塩水３８２．６４ｇ中にキサンタンガム（Ｋｅｌｔｒｏｌ　ＲＤ（
商標））３．５１ｇ及びヒドロキシエチルセルロース（Ｎａｔｒｏｓｏｌ　２５０　ＬＲ
（商標））９．６６ｇを分散させること、及びソルビン酸０．６９ｇ、安息香酸１．３６
ｇ及び１０％硫酸溶液３．１５ｇを添加することにより調製した。
【００７４】
　増粘溶液４７ｇ、Ｖｏｌｐｏ（商標）Ｓ２　４．５ｇ及びＶｏｌｐｏ　Ｓ２０エトキシ
ル化ステアリルアルコール非イオン性界面活性剤３．９ｇ、塩化ナトリウム１４．３ｇ、
Ａｒｑｕａｄ１６－２９　２６ｇ、並びにシリコーンワックス５７．４ｇを攪拌反応器中
に入れて、８０℃に加熱した。次に、高揮発性の香料ミックス１４．４２ｇを添加した。
２０分後、加熱を停止した。増粘溶液３１ｇ、続いて脱塩水１０４ｇを最終的に添加して
、重量比１：４の香料とワックスのブレンドのエマルジョンを形成した。
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【００７５】
　（実施例１５）
　増粘溶液６２．６ｇ、Ｖｏｌｐｏ　Ｓ２　６ｇ、Ｖｏｌｐｏ　Ｓ２０　５ｇ、塩化ナト
リウム１８．６ｇ、Ａｒｑｕａｄ１６－２９　３４．５ｇ及び実施例１４の環状ポリ（メ
チルアルキルシロキサン）ワックス８４．５ｇを攪拌反応器中に入れて、８０℃に加熱し
た。次に、高揮発性の香料ミックス１１．０８ｇを添加した。２０分後、加熱を停止した
。増粘溶液４１ｇ、続いて脱塩水１３７ｇを最終的に添加して、重量比１：７．６の香料
とワックスのブレンドのエマルジョンを形成した。
【００７６】
　実施例１４及び実施例１５のエマルジョンをそれぞれ、柔軟剤中で香料３％に相当する
レベルで、すすぎサイクルの織物柔軟剤中に組み込んだ。エマルジョンは、４枚のテリー
織りのタオル及び５枚の枕カバーを入れたＭｉｅｌｅ　９３４前入れ式洗濯機で評価した
。４０℃の主要洗浄に関しては、洗剤粉３０ｇ及び水１７リットルを使用した。柔軟剤は
、すすぎで組み込まれた。自然乾燥後、タオルの香りを８日間追跡した。実施例１５は、
実験の８日間の間、実施例１４よりも強力な香りを付与することがわかり、すすぎサイク
ルで使用したこの香料に関して、１／７．６の香料／ワックスが、１／４比よりも良好な
芳香物質の放出の制御を提供することを実証した。
【００７７】
　（実施例１６）
　増粘溶液５９．５ｇ、エステルクォート陽イオン性界面活性剤（Ｔｅｔｒａｎｙｌ　Ｌ
１／９０（商標））３０ｇ、Ａｒｑｕａｄ１６－２９　３３ｇ、並びに実施例１４の環状
ポリ（メチルアルキルシロキサン）ワックス６４ｇを攪拌反応器中に入れて、８０℃に加
熱して、水中油型エマルジョンを形成した。次に、高揮発性の香料ミックス１５．８ｇを
エマルジョンに添加した。２０分後、加熱を停止した。増粘溶液３７．５ｇ、続いて脱塩
水１２９ｇを最終的に添加した。生成物は、重量比１：４の香料とワックスのブレンドの
エマルジョンであった。
【００７８】
　実施例１５及び実施例１６のエマルジョンを、実施例１４及び実施例１５と同じプロト
コルに従って比較した。今回は、１／４の香料／ワックス比が、実施例１５よりも持続性
の香りを付与し、エステルクォートの使用に利点を示した。
【００７９】
　（実施例１７）
　シリコーンワックスは、オレフィン混合物（Ｃ２６～Ｃ４５アルキル鎖長）をテトラメ
チルシクロテトラシロキサンと反応させて、環状ポリ（メチルアルキルシロキサン）ワッ
クスを形成することにより調製した。
【００８０】
　水性増粘溶液は、脱塩水３８２．６４ｇ中にキサンタンガム（Ｋｅｌｔｒｏｌ　ＲＤ（
商標））３．５１ｇ及びヒドロキシエチルセルロース（Ｎａｔｒｏｓｏｌ　２５０　ＬＲ
（商標））９．６６ｇを分散させること、及びソルビン酸０．６９ｇ、安息香酸１．３６
ｇ及び１０％硫酸溶液３．１５ｇを添加することにより調製した。
【００８１】
　増粘溶液６２．６ｇ、Ｖｏｌｐｏ　Ｓ２　６ｇ、Ｖｏｌｐｏ　Ｓ２０　５ｇ、塩化ナト
リウム１８．６ｇ、Ａｒｑｕａｄ１６－２９　３４．５ｇ及びシリコーンワックス８４．
５ｇを攪拌反応器中に入れて、８０℃に加熱した。次に、高揮発性の香料ミックス１１．
２９ｇを添加した。２０分後、加熱を停止した。増粘溶液４１．２ｇ、続いて脱塩水１３
７ｇを最終的に添加して、エマルジョンを形成した。
【００８２】
　エマルジョンを、以下の表８に示す成分（％）を含むシャワージェル中に組み込んだ。
【００８３】



(19) JP 4653073 B2 2011.3.16

10

20

30

【表８】

【００８４】
　２つのシャワージェル：上述のように実施例１７のエマルジョンを有するもの、又は遊
離香料０．５％を含む対照を用いて、パネリストを処理した。彼等の前腕上の香料強度を
１～２０のスケールで評価した（２０が、最高の強度である）。結果を表９に示す。
【００８５】

【表９】

【００８６】
　同じ２つの組成をヘアシャンプーに適用した。パネリストには、毛髪上の香料強度を評
価してもらった。結果を以下の表１０に示す。
【００８７】
【表１０】
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